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申告・記帳・決算
新規開業・法人設立
労働保険・一人親方
税金相談・法律相談

《相談は大宮民商へ》

全国商工新聞 第 3404 号 付録

☆班集金・個別集金ともに 15 日集金へのご協力をお願い致します。☆相談・来所時には事前に電話連絡ください。
〈世相〉安倍首相は 24 日夜、国際オリンピック委員会のバッハ会長と電話会談。五輪年内開催を見送り、来年夏までの実施を目指すと決断。

【一人親方特別労災保険】3 月末締めです

　対象者へ案内状を郵送済みです。更新する人
は３月末日までに保険料を払い込
んで民商へご連絡ください。
　入金・連絡無き場合は自動的に
３月末で脱退となります。

《 予　定　表 》
 3/31（火）一人親方特別労災保険、更新期限日
 4/  1（水）財政部会 12:00 ～
 4/  6（月）三役会 18:30 ～
 4/  8（水）共済会理事会 19:00 ～
 4/11（土）共済会グランドゴルフ大会
 4/13（月）無料法律相談（要予約）13:00 ～
 4/21（火）婦人部役員会 13:00 ～

新型コロナウイルスに関する　経営・金融特別相談窓口

　下記の相談窓口にお問い合わせください。

さいたま市産業創造財団：（さいたま市中央区下落合 5-4-3 産業文化センター 4 階）
　　　☎ 048-851-6391（資金繰りについて）　☎ 048-851-6652（経営全般について）

日本政策金融公庫 さいたま支店☎ 048-643-3711　浦和支店☎ 048-822-7171
　　　　　　　川越支店☎ 049-246-3211　熊谷支店☎ 048-521-2731　越谷支店☎ 048-964-5561

埼玉県中小企業制度融資（新型コロナウイルス特例）
　埼玉県でも、新型コロナウイルスによって売上が減少している中小企業者（個人事業含む）向けに「経営
あんしん資金（新型コロナウイルス特例）」の制度融資を設けています。詳しくは裏面をご覧ください。

雇用調整助成金とは……
　経済的理由で事業活動を縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対し一時的な休
業や教育訓練、出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等
の一部を助成するものです。

新型コロナウイルス感染症による特例措置
【対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受け、以下の場合に該当する事業主
・ 取引先が感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減って事業活動が縮小した場合。
・労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより事業活動が縮小した場合。
・労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、事業活動が縮小した場合。
・ 小学校休校により、大半の労働者が長期休暇を取得し、生産体制の維持等が困難になり営業を中止した場合。

【 助成内容・受給金額】休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向
を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成（率）・大企業 1/2　・中小企業 2/3

※対象労働者１人１日当たり 8,330 円が上限（令和２年３月１日現在）。※支給限度日数は 1 年間で 100 日。

【支給要件】●雇用保険適用事業所の事業主であること。●支給の審査に協力すること。●その他諸要件有。

詳細については、最寄りのハローワークの助成金相談窓口にお尋ねください。
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